
平成13・14年 度神奈 川大学共 同研究奨励助 成金 による研究報告
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福祉領域での問題解決

研究代表者 橋 本 宏 子

1本 研究の目的と広義の権利擁護事業

「措置か ら契約へ」 の流 れは、好 む と好 まざる とに係 わ らず、人権保障 を

よ り掘 り下 げた 「国民相 互 の横 の社 会関係 と して捉 え られ る人権保 障」・と

い う形 で提起 し、 国家 と国民 の新 しい信託 関係 、人権 保障の新 しいあ り様

への契機 を提起 している といえるだろ う。

本研 究の 目的 は、 この ような 「新 しい流 れ」 の中で広義 の権利擁 護事業

を具体 的 に把握 し、検 討す る ことにあ った とい える。広義 の権利擁護 事業

の内容 につ いて、その項 目をあげれば以下の ようになる。

1.裁 判 制度 を通 じた法 的救済の確立

2.多 様 な執行救済制度の導入(規 制行政 の生存権的再構成)

3.問 題解決の手段 としての広義 のADRの 導 入

(1)オ ンブズマ ン制度

(2)苦 情解決制度

(3)権 利擁護 事業

(4)公 開調査(PublicInquiry>

(5)ケ ア を監視す るケアマ ネジメ ン ト等

*「国民相互の横の社会関係 として捉 えられる人権保障」 に
ついて詳 しくは、橋

本宏子 「住民参加 と法」 日本評論社(1991)P.320の 淫20)参 照。
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司 法 救 済 とADR(AlternativeDisuputResolution)一 福 祉 領 域 で の 問 題 解 決

皿 権利擁護事業 を実質化 するために

本研究 から明 らかにされたこと

1.公 的責任 への架橋 と してのADRの 役割

車 の両輪 に例 え られ る裁判 による救済 とADRで あ るが、本研 究の問題

関心 か らは、特 に 「規制行政」や裁判 による救 済(公 的責任 の遂行)へ の

架橋 と してのADRの 役割 にまず注 目したい。

(1)迅 速 で適切 な執行救済の発動 を促 す

架橋 としてのADRの 役割の ひ とつ は、 オ ンブズマ ン活動 にみ られ る よ

うな市民相互 の恒常 的 な関 わ りが、福 祉サ ー ビスの利 用過程 におけ る問題

の発見 を促 し、必 要があ る と判断 されれば迅速 で適切 な執行救済 の発動 を

促す とい う点 にあ る。

(2)本 当の意味 での責任 の所在 を明 らかにす るADRの 働 き一 公開調査一

児童虐待等が生 じた場合 に、その原 因を調査 団が調査 し、結果 を社会 に

公 開す る公 開調査 の手法 には、苦情の 中で も大 きな問題 をは らむ事故 や虐

待 に対 し、法 的 な責任 の所在 を明確 にす るだ けで な く、適切 な人材 や財 源

の不足等事故 や虐待 の発 生 に根 源 的に関係 してい る問題 を明 らか にす る こ

とが期待 されている。架橋 としてのADRの 今 ひ とつ の役 割 は、公 開調査

に よって明 らかに された適切 な人材 や財 源 の不足 を是正す るために、その

結果報告 を福祉計画 や社会保 障関係 の財政計画(公 的責任 の遂行)へ 反 映

させ てゆ くとい う点 に求め られる。

2.生 活援助事業に なって きている権利擁護事業

改正社会福 祉事業法 に基づ く権利擁 護事業 では、市民 の財 産権 や市民権

に基づ く権利 を、(国 家で はな く)社 会が擁護 す る とい う流 れ も生 じて きて

いる。先取 り的にいえば、「市民 による市民 のための権利擁護 の仕組み」 の
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構築 が求 め られて きてい る。

3.問 題解 決 とエ ンパ ワー メン トー社会 の内省 と しての苦情 とその解決一

こ う した傾 向は、同 じく改正社会福祉事 業法 に基づ いて導 入 され た苦情

解決制度 につ いて も指摘 で きよう。苦情解決制 度の実施過程 では、苦情 と

して提起 され ている問題 について、法的 な意味 での責任 を明確 に させ るだ

けで な く、場合 によっては、苦情 の生 じた背景 を苦情 申立者 が{府畷的 に把

握 で きる ように関係 者が協力 す る ことで、苦情 申立者 のエ ンパ ワーメ ン ト

を高 め・結 果 と して苦情 申立 者の 「権利擁護i」に寄与す る ことの重要性 が

顕 在化 して きている こともそのひ とつであ る。 「福祉 の市場化」 に伴 う苦情

の広 が りは・行政 に向 け られ た苦情 とその解決 だけで な く、「社 会の内省 と

しての苦 情 とその解決」 を も伴 って きてい る、 といえ よう。法 的責任 に集

約す る こ とな く、背景 とな る問題 を傭緻 的 に把握 す る とい う意味 では、前

述 の公 開調査 もまた、 「社会 の内省 と しての苦情 とその解決」 の逃れ と共通

す るもの を含 んでいる。

4.権 利擁護事業 と苦情解決

改正 社会福祉事 業法 に基づ く苦情解 決 は、 同法 に基づ く権利擁 護事業 と

別建 て に論 じられてい る。 しか し苦情解 決制度 が広 い意味 での権利擁護事

業 の一環 であ るこ とは間違 い ない。問題 は、権利擁 護事 業 と苦情解 決の峻

別 にあ るのでは な く、広義 の権利擁 護事 業 に関わる関係者 が、当事者の ア

ドヴ ォケイ トと して関与 してい るのか、中立 な第三者 の立場 で行動 して い

るの か・関係 者の ス タンス を状 況 に応 じて明確 に してゆ くことにあ るとい

える。
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皿 福 祉 と ロー ス ク ール構 想 一ADRを 支 え る もの 一

1.

(1)権 利擁護事業や苦情 解決 とい ったADRに 、公的責任 へ の架橋 と し

ての役割 が期 待 されている ことは前述 の とお りである。苦情 が潜在 化 しや

す く、証拠が 明確 にな りに くい福祉 領域 の問題 について は、権利擁 護事業

や苦情解 決 とい ったADRの 過程 にお ける市 民の 日常 的 な係 わ りが、架橋

としてのADRの 働 きを支 える とい う意味 で重要で ある。公的責任が、市

民 の信 託 に依 拠す る ものである こ とを確 認 し、社会保 障 を下か ら創 りあげ

られ た制度 と して構築 してゆ くため に も、架橋 としてのADRひ い ては

ADRに お ける市民 の役割 は重要である。

(2)公 開調査 は、社 会 の内省 と して問題 の所在 を把握 す るだ けで な く・

必 要 とあれ ば公的 な政策 に福祉 のニーズ を反映 させ る架橋 として も重要 に

なって きている。

(3)ま た昨今 の苦情 解決 は、行政や訴訟 にその解決 を求め るだけで な く、

苦情 申立者 のエ ンパ ワーメ ン トを高 め、結 果 として苦情 申立者 の 「権利 擁

護」 に寄与す る方 向 も示 して きてい るこ とは前述 の とお りであ る。昨今 の

権利 擁護事業が 、市民 の財 産権 や市 民権 に基づ く権利 は、(国 家 では な く)

社会が擁護 す る とい う流れ を生み 出 して きてい るこ とは、何 を国家 に信託

し、何 を市 民社 会 におい て解 決 しよう と してい るのかの視点 か らみて も、

興味深 い。

2.

それ で は、 こう した 「広 義の権利擁 護事 業」 を発 展 させ てゆ く糸 口 は、

具体 的に どこに求め られ るの だろ うか。 その糸 口の ひ とつが、改正社会福

祉事業法 による苦情 解決制度や権利擁護事 業 にあるこ とは間違 い ないで あ

ろう。

この点 を確認 した上 で、最後 に本研 究 で触 れた 「アメ リカにおけ る福祉
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とロース クールの係 わ り」 を総括 してお こう。

(1)ア メ リカの ロース クールにおいて、 ク リニカルエデ ュケ ーシ ョンが

必要 とされて きた理由 としては、

① かつて は、経験豊 か な弁護 士 の ところで弁護士 と しての実習が行 わ

れて きたが教 育の質が一定 ではなか った こと

② 産業界 におい て、法律 家 の新 た な役 割が求 め られる よ うにな り、新

時代 に対応す る しっか りした理論 的基礎 を学ぶ必要が求 め られて きた

こと

③ 学生 が法 理論 だけに詳 しくな り、必 要 な専 門的技 量 を身 につ けるの

は卒業後 である とい う実態が望 ましくない と考 え られて きた こ と

④ 法曹の指導 的立場 にあ る人 の中で は、現状 で は不十分 であ り、学生

の時か らもっ と準備 すべ きとい うことで意見が一致 していた こと

⑤ 実務 につい てか らでは、諸般 の理 由か ら一貫 した教 育 を受 ける こと

が難 しい こ とが指摘 されて きた。

(2)他 方アメ リカで は、貧困戦争 とい う言葉が普及 した1960年 代 か ら、

福 祉 と法 は一定 の結 びつ きを保 持 して きてい る。 この こ とは、1960年 代 、

70年 代 の福 祉裁判の展 開、経 済機会法等 に基づ くコ ミュニティ活動へ の貧

困者の参加 を援助 す る弁護士 の活動 、規則 制定手続へ の貧 困者の参加 を法

定化 す る立法政策へ の弁護士の寄与等 々 に も示 されている。 こう した多様

な福祉 と法の活動 を巡 る広 が りは、 アメ リカ障害者法や ナー シングホーム

改革法 をめ ぐる弁護士 と障害者や高齢 者の係 りの中に も示 されている。

そ う してア メ リカで は、貧 困者 のための法律 事務所 には、連 邦補 助金が

交付 されて きた。 また、貧 困者や高齢者 や障害 者の人権 を擁護 するため に

法廷 闘争 を行 う弁護士 に専 門的 な支援 を行 うク リア リングハ ウス も、連邦

補助 金 に よって設 立 され て きた。貧 困者や高齢者 の人権擁護 を担 う法律 事

務所 には・連邦補助金 を受 けている法律事務所 の他 に、連邦補助金 を受 け

ず に、無償 で貧困者 の法 的救 済 にあ たってい る法律事務 所 もあるが ,連 邦

補助 金 を受 けてい ない後者 の法律事務 所の場合 には、市民 か ら寄付 を受 け
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る こ とが で きる こ とが 法律 で認 め られ て い る(連 邦 補 助 金 を受 けて い る法

律 事 務 所 は、 寄付 を受 け る こ とはで きな い)。

こ う した貧 困者 や 障 害者 と法 の 係 りの広 が りに は、貧 困 者 や 障害 者 へ の

援 助 が 、法 曹 の倫 理 と され て きた こ とや そ う した発 想 を促 す ア メ リカ にお

け る 自 由 ・平 等 につ い て の人 権 意 識 の浸 透 が 大 き く係 っ て い る と考 え られ

る。 こ う した ア メ リカ にお け る 入権 意 識 は、 ニ ュ ー デ ィー ル 型 の政 策 と共

通 す る もの を もち、 「国民 の意思」 と しての 「生 存」 を基盤 と して い る とは、

必 ず し もい え ない 。 しか し、 そ こで 展 開 され る貧 困 者 や 障 害 者 等 へ の立 法

政 策 の実 現 過程 にお い て は、 そ の伝 統 か ら私 的 自治 を 中心 に 、 地域 が 具 体

的対 策 の 主 導 権 を握 っ て い る こ と も、特 に本研 究 の 関心 か らは見 逃 せ な い

とこ ろで あ る。

(3)ア メ リ カにお い て は、(1)と(2)が 交 錯 す る ところ に伝 統 的 に 「福

祉 と法 」 の 関係 が構 築 され て きた とい え るだ ろ う。 ロ ー ス クー ル の ク リニ

カル エ デ ュ ケ ー シ ョンの実 践 の 場 に 、福 祉 に関係 す る法 律 事 務 所 や権 利 擁

護 事 業 団体 で あ るPAI(ProtectionandAdvocacyInc.)の よ うな福 祉 関

係 のNPOが 関与 して い る の は、 そ の 具体 的 な あ らわ れで あ る。

こ こで 、PAIの 活 動 につ い て ふ れ て お こ う。 そ こで の 活 動 は 、 「福 祉 と

法 」 の係 わ りにつ い て、 今 日本 に必 要 と され て い る こ と を象 徴 的 に示 して

い る か らで あ る。

PAIは 、 連 邦 法 に基 づ き設 立 され た 非 営 利 の 公 益 法 律 事 務 所(public

interestlawfirm)で あ る 。PAIの 権 利 擁 護(Legaladvocacyを こ こで は

こ う訳 して お く)と して の 活 動 に は 、連 邦 や 州 の 裁 判 所 で の活 動 、 カ リフ

ォル ニ ア議 会 で の ロ ビイス トと して の活 動 、行 政 機 関 の行 政 聴 聞 へ の 当事

者 の 参 加 に対 す る法 的 な支 援 、 一般 市 民 や 様 々 な分 野 の専 門 家 を対 象 と し

た ワ ー ク シ ョ ップで の トレー ニ ング等 が あ る。連 邦 や州 の裁 判 所 で のPAI

の活 動 の 一例 を、 具体 的 に述 べ れ ば 、 身体 障 害 者 法 や ア メ リ カ障 害 者 法 に

基 づ きク ラス ア クシ ョンや施 設 か らの 障 害 者 の解 放 を求 め る訴 訟 、 差 別 を

受 け て い る個 人 の訴 訟 を手 懸 けて きて い る。 カ リ フ ォルニ ア州 の オ ー ク ラ
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ン ドのPAIに は、ll人 の弁護i士がいるが 、 ワーク シ ョップでの トレーニ

ングが ・市 民 を も対 象 と してい る ことにみ られ る ように、PAIの 活動 は、

福祉 と法 に関係 す るが、 その活動 は、法律 関係 者 だけで支 えられてい るわ

けではない ことも重視 してお きたい。

mス クールの学生 は、 こう した狭義 の弁護士事務所 とは異 な るPAIの

ような所 で障害者等 の権利 に関す る法の実態 について学 ぶ こ とになる。 そ

の 中には、 クライア ン トに対す る弁 護士 達 の接触 の仕方 、法廷 や行政庁へ

の係 り方、専 門家 としての倫 理 も含 まれてい る。学生 は、様 々 な権利擁 護

問題 の争 点や、問題解 決の手 法、社会変革 のための フ ォー ラムの開催 、障

害者法 を越 えた 目標や実践 は何 か、 そ して公益 、人権 、社会正義 をめ ざす

弁護士 のあ り様 につ いて学ぶ こ とになる とされている。

(4)わ が国 で も、福祉 関係の訴訟 の多 くが、福祉 関係者 との連携 の 中で

弁護士 の ボラ ンテ ィア的 な活動 で支 え られる よ うになって きている。 アメ

リカの クリア リングハ ウスの よ うな機 関が設立 されれ ば、 その活動 は もっ

と容易 にな ろう。

話 は飛躍す る よ うだが 、高齢者 や障害者の生活 を 日常 的 に支 える援助 に

は、法律行為 にかかわる もの だけでな く、準 法律行 為 である代行 やサー ビ

ス の利用手続 や情報公 開 を求め る場合 の援助 や苦情 の 申立 てへ の援助等 も

求め られて きている。

さ らに弁護士 や司法書士等 の専 門家 の指示 に従 いなが ら、例 えば成年後

見制度の 申請手続資料 を整 える こと等の仕事 もこれか らは増加す るだろ う。

ロース クール とは言 わない まで も法学部 の学生 にこそふ さわ しい活動 の場

は少 な くない。

法 的解 決 を超 えた解 決 をめ ざすエ ンパ ワー メ ン トと しての苦情解 決や公

開調査Tにおいて も・その過程 に法律 の関与 する場面 は大 きい と予想 され る
。

苦 情解決制度 や権利 擁護事業 の過程 に、法律 を学 びつつあ る学生が、教員

の指 導 を受 けつ つ、協力 してゆ く体制 は、法学部や ロース クールの ク リニ

カルエ デ ュケ0シ ョンと して も重 要 であ る。法律 を学 びつ つあ る学 生が
、
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教員 や福祉 関係者 の援助 をえなが ら、軽度 の苦情 解決制度や準法律行 為の

代行や苦情相談 にあた ることは、ADRの 発展 に とって も、 また法学部 やロ

ース クールの クリニ カルエデュケー シ ョンと して も有効 であ る。

また昨今 の苦情 には、初期段 階で の誤 ったあ るい は不 十分 な情報提供 が

遠 因 となってい る苦情 が少 な くない。 この こ とは、本研 究 で も明 らか に さ

れた ところであ る。高齢者 や障害者 の生 活 を 日常 的に支 え る生活 支援 員や

ケアマ ネージ ャー等が 、正確 な情報 を熟知 している こ と、的確 な情報が伝

え られ ない場合 に的確 な対応 を指 示で きる機 関の存在 も不 可欠で ある。誤

った情報提供 を原 因 とす る苦情の多 くは、サ ー ビスの利 用要件 や社 会保 険

の受給 要件 に関係 す る もので ある。司法書士 や社 会保 険労務士 、社 会福祉

士等準 法律 家 をめ ざす学生 も多 い法学部 との連携 は この点 で も期待 されて

い る。

高齢者や障害者 の福祉 サー ビスの利 用や入 院 に関係 す る法律 行為 を代 理

した り、取 り消 した りす る成 年後見人 と当該高齢 者や障害者 の 日常生活 を

ホ ローす るこ とで成年後見人 の活動 を実 質的 に支 える人 々 との連携 も不 可

欠 になって きている。

改正社 会福 祉事業法 による苦情解 決制度や権利擁護事業 の創 設 は、わが

国で も、福 祉 関係者等 々 との連携 の 中で、必要 な場合 には 「公 的責任 の架

橋 とな りうる」市民 の活動 を求 めて きてい る。

事実改 正社 会福祉事 業法 に よる権利擁護事 業 におい ては、高齢 者や障害

者 の生活 を 日常的 に支 える生活 支援員 の働 きが重要 とな ってい る。大阪 で

は、市民 をオ ンブズマ ンと して育成す るNPOも 設立 されて きてい る。

わが 国で も、PAI等 とあ る意味 で類似 した機能が求め られ、 その基盤 が

形成 されつつあ る とい うこ とであ る。

こう した市民 の活動 の中で、法 学部や ロース クールの学 生が果 たす役割

は、全体 か らみれば、その一部 にす ぎない。 こう した活動 には、福祉学 部

の学 生、福祉 関係 者そ して一般市民 の関与 が まつ は不可欠 であ るこ とはす

で に述べ て きた とお りであ る。高齢者 や障害者 の 日常 的 な金銭 管理へ の援
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助 に は、 家 政 学 や心 理 学 を学 ん だ学 生 や生 活 経 験 豊 か な市 民 が 、専 門家 と

連 携 を と りなが ら関与 す る の が望 ま しい 場合 もあ ろ う。

重 要 な こ とは 、 法 学 部 や ア メ リカ で い え ば ロー ス ク ー ル の学 生 も また 、

こ う した市 民 の 一員 で あ り、大 学 も また こ う した市 民 活動 を支 え る専 門家

集 団 の 一 員 と して の役 割 を期待 され て きて い る とい う こ とで あ る 。

ア メ リカ にお い て は 、 ク リニ カ ルエ デ ュケ0シ ョンの 一 環 と して例 え ば、

PAIの よ うな機 関 で実 施 され て い る研 修 に は、福 祉 関係 者 も同 時 に参 加 し

て い る こ と を強 調 してお きたい 。

念 の た め 、 ア メ リ カの場 合 をふ りか え って お こ う。

カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 バ ー ク レ ー 校 の ロ ー ス ク ー ル で は 、EastBay

CommunityLawCenterが 同 窓会 や 関係 者 の協 力 で 設 立 され 、 ク リニ カ ル

エ デ ュ ケ ー シ ョンの場 と して利 用 され てい る。PAIの 扱 う法 律 問題 が 、福

祉 との関 係 が 強 い の に対 し、EastBayCommunityLawCenterの 扱 う法

律 問題 は よ り一 般 的 で あ る。 そ の他 に 当該 ロ ー ス ク ー ル は,住 宅 問題 や青

少 年 問題 に関 係 した法 律 問題 を扱 う法 律 事 務 所 と と もイ ン ター ン シ ップの

形 で 、 連 携 を もって い る。

3aわ が国 での福祉 と法 の連携

わが 国 におい て、 アメ リカの よ うな関係 を構築 す るこ とは難 しいのだ ろ

うか。

改正社 会福祉事業法 は、「都道府県社会福祉協議会 は、福 祉サ ービス利用

援助事 業 を行 う市 町村社 会福祉 協議 会その他 の者 と協力 して福祉 サ ー ビス

利用援助 事業が実施 され るため に必要 な事業 、当該事業 に従事 す る者の資

質の向上の為 の事業等 を行 うもの とす る」 としている(正 確 には第81条 参

照)。 現実の福 祉サ0ビ ス利用援助事業が、福祉 サー ビス利用援助 に留 ま ら

ない方 向で拡大 している こ とは本研 究で述べ た ところであ る。改正社会福

祉事業 法が,前 述 の ように、「都道府県社会福祉協議会 は、 ～市町村社会福

祉協議 会 その他 の者 と協 力 して」 と述べ ている ことか らすれ ば、大学が地
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大学 法学部

学 生 イ ン ター ンシ ップ

低所得者

(中間的NPO)/権 利擁護団体

→社協や大学か ら相対的に独立 しなが ら、

その援助 をえる組織

社 協

弁護士会

援助

①権利擁護

②訴訟支援

③苦情解決

④オンブズマン

⑤政策形成/提 言

⑥サービス利用の相談/援 助/手 続き等

利用者の権利を擁護する視点の明確化

ロースクールの学生の指導/

「福祉学部」の学生の実施/

地域住民のボランティア研

修/総 合学習/政 策形成/

住民参加の援助

域 の都 道府 県社 会福祉協議 会 と協力 して,よ り広義 の権利擁i護事業 を実施

し、大 学 はそれ を クリニカルエデ ュケ ーシ ョンと して位置付 けてゆ くこ と

は不可能 ではないだ ろう。

また改正社会福 祉事業法 では、福祉 サ ー ビス利用援助事 業 は第二種社 会

福祉事 業 とされてい る(同 法第2条 参照)こ とか らすれば,大 学 の同窓会
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等 が 、単 独 で福祉 サ ー ビス利用 援 助事 業 を行 うこ とも可 能 と考 え られ る

(また川崎市 オンブズ マ ン事務局や世田谷 においては、法学部大学 院の学生

が苦情解 決 に関係 す る資料 の整理等 にあた っている。具体 的 な関与 の一例

を示す もの として参考 にな ろう。)

本研 究が、 わが 国 にお ける広 義 の権利擁i護事 業 を具体 的に形成 してゆ く

ひ とつの糸 口になれば と願 うものである。
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